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はじめに 

薩摩川内市水道事業は、平成２８年４月から、本土地域を薩摩川内市水道

事業として統合し、さらに簡易水道事業においては、甑島地域を上甑島簡易

水道事業及び下甑島簡易水道事業として、水道ビジョンに定めた水道事業統

合を行い、新たな水道事業の運営を開始しました。 

近年における水道環境は、新たな化学物質の問題など、その対策は全国的

にも急務とされ、各事業体が抱える問題も多種多様であるといえます。そう

いった背景の中、利用者のみなさまにより安心して水道をお使いいただける

ように、薩摩川内市においても、水質検査の適正化を確保するために水質検

査項目等を定めた、令和８年度の「水質検査計画」を作成し、各地域の水質

状況を考慮した水質管理体制の構築を目指しております。 

この「水質検査計画」は、安心して水道をお使いいただくために「どこで」

「どのような項目を」「どのくらいの頻度で」といった内容を、過去の検査

結果や水源及び水道施設等の状況を考慮し策定しました。 

安全・安心で良質な水道水を供給するためには、徹底した水質管理を行う

必要があることはいうまでもありません。その一方で、水質管理を行うため

には相応のコストが必要であり、そのコストは利用者のみなさまからいただ

く水道料金によって賄われております。したがいまして、水道料金を抑えな

がら、安全で安心な水道水をご使用いただくためには、水質検査を的確に行

い、適切な水質管理を行うことが重要となります。 

この水質検査計画を基に、本市の抱える各水源の水質や管理上の注意点等

に最善の注意を払い、各地域の住民の皆様に安全で安心な水道水の供給が行

えるよう水質検査を実施します。 

薩摩川内市では、水道法の目的である“清浄にして豊富低廉な水の供給を

図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する”ことを第一に

考え、より一層安全で安心な水道水を供給することに努めてまいります。 
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１．水質検査に関する基本方針 

水道法第 4 条に基づく「水質基準に関する省令（平成４年厚生省令）」が廃止され、新

たに公布された「水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令）」が平成１６年４月   

１日から施行されました。新基準省令では、全国的にみれば検出率が低い項目であって

も、地域、水源の種別、浄水方法により、人の健康の保護又は生活上の支障を生じるお

それのあるものについては、すべて水質基準項目に設定されました。このため、これら

の項目は、水道法施行規則により、水道事業体がその実状に応じて、合理的な範囲で検

査の回数を減じる又は省略を行うことができるように整備されました。薩摩川内市水道

局では、合理的かつ効率的な水質検査の実施のために、この規定を活用して水質検査を

行うこととし、水質検査計画を策定しました。                                   

また、平成２４年４月１日施行の水道法施行規則の一部改正において、試験方法や運

搬等の内容についての変更が行われました。 

さらに、平成２６年４月１日から、「亜硝酸態窒素」の項目が、基準項目に追加となり、

浄水基準項目が５１項目、原水３９項目（水質基準項目のうち消毒副生成物１１項目及

び味項目を除く）となりました。 

平成２７年度には、水質基準項目における「ジクロロ酢酸（基準項目番号２４）」、 「ト

リクロロ酢酸（基準項目番号２８）」の基準値がそれぞれ強化され、令和２年度から、「六

価クロム化合物（基準項目番号８）」の基準値も強化されました。 

令和８年４月１日から、有機フッ素化合物である「ペルフルオロ（オクタン－１－ス

ルホン酸）（別名 PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（別名 PFOA）」については、新たに

水質基準項目として施行されることになり、浄水基準項目５２項目、原水基準項目４０

項目となります。 

これらを踏まえ、水質検査にあたっては、次のとおりに基本方針に基づき実施します。 

 

（1） 浄水の色、濁り及び残留塩素濃度の確認の検査は毎日行います。浄水水質基準５２

項目及び原水４０項目（水質基準項目のうち消毒副生成物１１項目及び味項目を除く）

の検査は、本計画で設定した検査頻度に基づき定期的に行います。 

 

（2）水質検査の実施は、水道法第２０条に基づき国土交通大臣及び環境大臣の登録を受け

た水質検査機関であって、環境省による外部精度管理調査に参加している機関で実施

します。                                                                                                

水質検査（飲料水）を委託する水質検査機関は、検査結果を客観的に保証する信頼

性保証システムを確立しているＩＳＯ９００１認証取得検査機関とします。 

さらに、自然災害及び水源汚染等にかかる緊急時の検査に対応するために県内に水
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質検査施設のある検査機関に委託します。 

今後は、薩摩川内市水道局で行う水質検査においても、（公社）日本水道協会が定め 

た水道ＧＬＰ（優良試験所規範）の考え方を取り入れた体制の導入を検討していく予

定です。 

 

（3）取水量の多い川内川と永利第２水源については、水質監視として水質管理目標設定     

項目全２６項目のうち二酸化塩素を使用していないため、二酸化塩素に関する検査が

必要とされる、二酸化塩素と亜塩素酸を除く２４項目の検査を実施します。 

 

（4）水源の水質が著しく悪化したときや水源に異常があったときなどは、速やかに臨時の 

水質検査を行い、水道水の安全確保に努めます。また、水道水が原因で水質事故が発

生したときなどは、各関係機関との連携を密にして対応します。 

 

（5）耐塩素性病原性微生物（クリプトスポリジウム等）による汚染の予防対策として、全

水源を対象に年１回の指標菌検査を実施します。また、過去に大腸菌等が検出された

ことがある水源及び指標菌の検出される水源については、クリプトスポリジウム等対

策指針に基づき、大腸菌・嫌気性芽胞菌の指標菌検査を毎月実施します。 

 

（6）原水について耐塩素性病原性微生物（クリプトスポリジウム等）の検査を年４回実施   

します。過去に指標菌等が検出されたことが無い地下水等については、その原水監視

レベルに応じて検査を実施します。 

 

なお、令和７年度を含めた過去３年間の検査結果を踏まえて、その結果を評価し、

計画の見直しを行ったうえで、令和８年度の水質検査計画を策定しました。 
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２．水道事業の概要  

薩摩川内市は、平成２８年度から、薩摩川内市水道事業と上甑島簡易水道事業及び下

甑島簡易水道事業の、１水道事業と２簡易水道事業に変更になりました。各地域毎の水

道事業の種類は表１のとおりです。 

また、各地域における水源の状況は表２のとおりです。 

なお、薩摩川内市水道事業の１日最大給水量３９，０００立方メートルのうち、主要

施設である丸山浄水場は、日量２６,４００立方メートルの処理能力を有しています。 

      

表１. 地域毎の水道事業の種類

水道事業名 地域名 
給水人口 （人） 

（令和７年３月 31 日現在） 

計画給水人口(人) 
（令和４年度 事業認可） 

１日最大給水量 
（㎥/日） 

薩摩川内市 

水道事業 

 

川内地域 67,600 

89,000 39,000（㎥/日）

東郷地域 4,679 

樋脇地域 5,214 

入来地域 3,988 

祁答院地域 2,764 

薩摩川内市 

上甑島 

簡易水道事業 

上甑地域 

1,805 2,530 1,120（㎥/日）

里地域 

薩摩川内市 

下甑島 

簡易水道事業 

下甑地域  

1,699 

  

2,410 1,071（㎥/日）

鹿島地域 
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表２. 各地域における水源状況 ≪全浄水施設、次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒処理を実施≫           

 

 

地 域 水道事業名 
給水人口 

（令和7年3月31日） 
水源名 水源の種類 浄水施設名 

浄水処理及び 

給水方法 

川
内
地
域 

薩摩川内市 

水道事業 

67,600   

(人) 

川内川 表流水 
丸山浄水場 

急速ろ過 

場内地下水（今村） 深井戸水 消毒のみ 

（丸山浄水場） 浄水受水 木屋園中継ポンプ場 消毒のみ 

田崎水源 深井戸水 

永利第2水源地 消毒のみ 
永利第1水源 深井戸水 

永利第2水源 深井戸水 

永利第3水源 深井戸水 

尾白江水源 深井戸水 
中福良中継ポンプ場 消毒のみ 

青山水源 深井戸水 

百次水源 深井戸水 百次 水源地 消毒のみ 

石神第1水源 深井戸水 
石神 水源地 消毒のみ 

石神第2水源 深井戸水 

高江水源 深井戸水 高江 水源地 消毒のみ 

土川水源 深井戸水 土川 水源地 消毒のみ 

湯田水源 深井戸水 湯田 水源地 消毒のみ 

寄田第1水源 深井戸水 
寄田 水源地 消毒のみ 

寄田第2水源 深井戸水 

西方第1水源 深井戸水 
西方 水源地 消毒のみ 

西方第2水源 深井戸水 

水引水源 深井戸水 水引 水源地 消毒のみ 

網津水源 深井戸水 網津 水源地 消毒のみ 

湯之元水源 深井戸水 湯之元 水源地 消毒のみ 

木場谷上水源 地下水 木場谷上浄水場 消毒のみ 

堀之内水源 地下水 堀之内浄水場 消毒のみ 

高貫水源 湧 水 高貫浄水場 消毒のみ 

乗越水源 地下水 乗越浄水場 消毒のみ 
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地 域 水道事業名 
給水人口 

（令和7年3月31日） 
水源名 水源の種類 浄水施設名 

浄水処理及び 

給水方法 

東
郷
地
域 

薩摩川内市 

水道事業 

4,679 

  (人) 

中津俣水源 湧 水 中津俣浄水場 急速ろ過 

笹野水源 深井戸水 笹野浄水場 消毒のみ 

鳥丸水源 深井戸水 板屋配水池 消毒のみ 

地 域 水道事業名 
給水人口 

（令和7年3月31日） 
水源名 水源の種類 浄水施設名 

浄水処理及び 

給水方法 

樋
脇
地
域 

薩摩川内市 

水道事業 

5,214   

(人) 

樋脇中央第１水源 浅井戸水 

中央浄水場 紫外線処理 
樋脇中央第２水源 浅井戸水 

吉松水源 深井戸水 吉松浄水場 消毒のみ 

新開水源 深井戸水 新開浄水場 

消毒のみ 
鳥越水源 深井戸水 新開浄水場 

宇都水源 深井戸水 宇都浄水場 消毒のみ 

野下水源 深井戸水 野下浄水場 消毒のみ 

倉野第1水源 深井戸水 

倉野浄水場 

消毒のみ 

倉野第2水源 浅井戸水 消毒のみ 

田代沢牟田第1水源 深井戸水 田代沢牟田浄水場 消毒のみ 

田代沢牟田第2水源 深井戸水 
田代ニュータウン 

浄水場 
消毒のみ 

藤本水源 深井戸水 藤本浄水場 消毒のみ 

武田水源 深井戸水 武田浄水場 消毒のみ 

上手水源 深井戸水 上手浄水場 消毒のみ 
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地 域 水道事業名 
給水人口 

（令和7年3月31日） 
水源名 水源の種類 浄水施設名 

浄水処理及び 

給水方法 

入
来
地
域 

薩摩川内市 

水道事業 

3,988 

  (人) 

盛水水源 湧 水 盛水浄水場 紫外線処理  

市野々 水源 表流水 市野々 浄水場 急速ろ過 

内之尾水源 湧 水 内之尾浄水場 消毒のみ 

中山水源 深井戸水 中山浄水場 消毒のみ 

草渡水源 深井戸水 草渡浄水場 消毒のみ 

神岡水源 浅井戸水 神岡浄水場 急速ろ過 

八重水源 湧 水 八重浄水場 急速ろ過 

赤仁田水源 浅井戸水 赤仁田浄水場 急速ろ過 

長野水源 深井戸水 長野浄水場 消毒のみ 

地 域 水道事業名 
給水人口 

（令和7年3月31日） 
水源名 水源の種類 浄水施設名 

浄水処理及び 

給水方法 

祁
答
院
地
域 

薩摩川内市 

水道事業 

2,764 

(人) 

中武水源 表流水 中武浄水場 急速ろ過 

砂石第1水源 

湧 水 砂石配水池 消毒のみ 

砂石第2水源 

下手水源 深井戸水 下手浄水場 消毒のみ 

矢立水源 表流水 

黒木浦浄水場 

急速ろ過 

黒木浦予備水源 深井戸水 消毒のみ 

宮脇水源 深井戸水 宮脇浄水場 消毒のみ 

横石水源 湧 水 横石浄水場 消毒のみ 

秋上水源 表流水 秋上浄水場 急速ろ過 

牟田水源 湧 水 牟田浄水場 消毒のみ 
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  表中の ※１ ～ ※４ の各水源については、施設の状況等により混合水源（２水源を１水源 ）として水質検査を実施します。 

地 域 水道事業名 
給水人口 

（令和7年3月31日） 
水源名 水源の種類 浄水施設名 

浄水処理及び 

給水方法 

上
甑
地
域 

薩摩川内市 

上甑島 

簡易水道事業 

1,805 

(人) 

【里地域含む】 

平良第1水源 表流水 

平良浄水場 緩速ろ過 
平良第2水源 表流水 

平良第3水源 伏流水 

平良第4水源 湧水 

浦内第1水源 伏流水 

浦内浄水場 緩速ろ過 
浦内第2水源 浅井戸水 

浦内第3水源 深井戸水 

浦内第4水源 深井戸水 

江石第１水源 ※１ 深井戸水 

江石浄水場 膜処理 

江石第4水源  ※１ 浅井戸水 

江石第2水源  ※２ 表流水 

江石配水池 緩速ろ過 

江石第3水源  ※２ 表流水 

中甑第1水源 表流水 

中甑配水池 
前処理 

急速ろ過 
中甑第3水源  ※３ 

浅井戸水 

中甑第4水源  ※３ 

中甑第2水源 浅井戸水 

中甑浄水場 
前処理 

緩速ろ過 

中甑第5水源 表流水 

中甑第6水源 浅井戸水 

中甑第7水源  ※４ 

浅井戸水 

中甑第9水源  ※４ 

中甑第8水源 浅井戸水 
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地 域 水道事業名 
給水人口 

（令和7年3月31日） 
水源名 水源の種類 浄水施設名 

浄水処理及び 

給水方法 

里
地
域 

薩摩川内市 

上甑島 

簡易水道事業 

－ 

(人) 

(予備)里第1水源 浅井戸水 

里浄水場 緩速ろ過 

里第2水源 表流水 

里第3水源 表流水 

里第4水源 表流水 

里第5水源 表流水 

木ノ口水源 深井戸水 木ノ口浄水場 消毒のみ 

地 域 水道事業名 
給水人口 

（令和7年3月31日） 
水源名 水源の種類 浄水施設名 

浄水処理及び 

給水方法 

下
甑
地
域 

薩摩川内市 

下甑島 

簡易水道事業 

1,699 

  (人) 

【鹿島地域含む】 

佐之浦水源  表流水 手打浄水場 急速ろ過 

青瀬第1,第2,第3水源 表流水 青瀬浄水場 急速ろ過 

長浜第2水源 表流水 長浜浄水場 急速ろ過 

瀬々 野浦水源 表流水 瀬々 野浦浄水場 急速ろ過 

片野浦水源 表流水 片野浦浄水場 急速ろ過 

内川内第1水源 表流水 内川内浄水場 急速ろ過 

地 域 水道事業名 
給水人口 

（令和7年3月31日） 
水源名 水源の種類 浄水施設名 

浄水処理及び 

給水方法 

鹿
島
地
域 

薩摩川内市 

下甑島 

簡易水道事業 

－ 

  (人) 

鹿島第1水源 表流水 

鹿島浄水場 急速ろ過 

鹿島第2水源 表流水 

鹿島第3水源 表流水 

中野浦第1水源 浅井戸水 

大崩水源 ダム水 
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３. 原水及び浄水の水質状況 

(1) 表流水を水源としている上水道及び簡易水道では、原水汚染の要因として次のよう

なことが考えられます。これらを踏まえ、適正な浄水処理を徹底して行うよう努めて

います。 

① 降雨による濁度上昇 

② 植物プランクトンによる炭酸同化作用（光合成）に伴う pH 値上昇 

③ 藻類繁殖による臭気障害 

④ 油脂類等による突発汚染事故 

⑤ 野生動物等の糞便による大腸菌、クリプトスポリジウム等の汚染事故 

 (2) 各地域における深井戸の水質は良質で概ね安定していますが、河川水（表流水）を

水源とする水質は、天候や時期等により大きく変動します。飲料水の水質基準を満た

すために各水源の状況を踏まえた水処理工程により、安全・安心な飲料水の供給に努

めています。                                    

各水源系統の浄水検査結果は薩摩川内市ホームページに掲載してありますので  

ご覧ください。各地域における要監視水源と留意すべき項目は次のとおりです。 

表３. 薩摩川内市水道事業 (本土) 各地域における要監視水源と留意すべき項目 

 

地 域 要 監 視 水 源 留 意 す べ き 項 目 

川内 

川内川 
ホウ素・アルミニウム・鉄・マンガン 

・ジェオスミン・2-メチルイソボルネオール 

石神第 1・第 2水源 フッ素 

西方第 1・第 2水源 フッ素・鉄・マンガン 

水引水源 鉄・マンガン 

東郷 中津俣水源 ヒ素 

樋脇 

吉松水源・新開水源 
ヒ素 

鳥越水源・宇都水源 

野下水源 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

倉野第 1水源 ヒ素 

倉野第 2水源 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

藤本水源 ヒ素 

武田水源 ヒ素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

上手水源 ヒ素 
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表４. 薩摩川内市 上甑島・下甑島簡易水道（甑島）地域における要監視水源と留意すべき項目 

地 域 要 監 視 水 源 留 意 す べ き 項 目 

入来 
草渡水源 鉄 

長野水源 ヒ素 

祁答院 
中武水源 鉄・マンガン・アルミニウム 

矢立水源 鉄・マンガン・アルミニウム 

地 域 要 監 視 水 源 留 意 す べ き 項 目 

上甑島 

（上甑） 

平良第 1～3水源 鉄・マンガン・アルミニウム 

浦内第 1～4水源 鉄・マンガン・アルミニウム 

江石第 1～4水源 アルミニウム 

上甑島 

（里） 

(予備)里第 1 水源 鉄・マンガン 

里第 3 水源 鉄・マンガン・アルミニウム 

里第 4 水源 鉄・アルミニウム 

里第 5 水源 鉄・マンガン・アルミニウム 

下甑島

（下甑） 

佐之浦水源 鉄・マンガン・アルミニウム 

青瀬第1, 第2水源 鉄・アルミニウム 

長浜第2水源 鉄・アルミニウム 

瀬々 浦水源 鉄・アルミニウム 

片野浦水源 鉄・アルミニウム 

内川内第1水源 鉄・アルミニウム 

下甑島 

（鹿島） 
中野浦第 1 水源 鉄・アルミニウム 
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(3) 上記項目の概要はつぎのとおりです。 

① マンガン及びその化合物 

主として地質の影響による。その他鉱山、工場排水の混入による汚染の疑いを 

示します。 

 

② 鉄及びその化合物 

地質による影響と配管等の腐食、工場排水の混入による汚染の疑いを示します。 

 

③ アルミニウム及びその化合物 

鉱山排水、工場排水、温泉地帯などでの混入により含まれます。また、凝集 

剤として添加された残留アルミニウムとしても検出されます。 

 

   ④ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  

地質による影響と流出した肥料成分、し尿、下水等による汚染が多い地域であ 

った、または、あることを示します。 

   

⑤ ヒ素及びその化合物 

ヒ素は、自然界にあっては主として銅、鉄、水銀、ニッケルなどの鉱物と共存 

し、自然水中に溶出することがあります。また、鉱泉、鉱山排水、工場排水な 

どの混入によっても含まれることがあります。 
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４. 水質検査項目、採水地点及び検査頻度 

(1) 浄水－毎日検査３項目 

色・濁りは、目視により異常がないことを確認し、消毒効果は、残留塩素濃度を 

測定することにより確認します。この検査は、各配水系統の管末水について毎日 

行います。 

(2) 浄水－水質基準５２項目 

採水は、水質基準が適用される給水栓(蛇口)で行います。採水地点は表５（P-１６ 

～２０）のとおりとし、1年に 1 回は５２項目を検査して、水質の変化についての監

視を行います。 

ア  省略不可能項目 

一般細菌や大腸菌などの９項目は毎月１回検査を行い、シアン化物イオン及び塩 

化シアンと消毒副生成物を合わせた“省略不可能＋追加項目”は年３回検査を行 

います。 

“硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素”の項目に関しては、平成２８年度までと同様に

畜産等による汚染監視のため、年 4回検査を実施します。 

イ  かび臭原因物質（ジ ェ オ ス ミ ン ,２ -メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル） 

表流水を水源とする場合、その物質を産出する藻類の繁殖が盛んになる時期（原 

水水温２０℃以上（５月～１０月））のみ月 1 回検査を行い、それ以外の時期は検 

査を省略します。深井戸水を水源とする場合は、藻類の影響を受けるおそれは極め 

て少ないため検査を省略し、浄水受水の場合は、受水元で十分な検査を行うため省 

略します。ただし、水質状況に変化がないことを確認するため１年に１回は検査を 

行います。 
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ウ 上記以外の水質基準２４項目は「過去３年間の検査結果が基準値の１／１０以 

下の場合」は、３年に１回の検査とし、「過去３年間の検査結果が基準値の２／１ 

０以下の場合」は、年１回の検査とします。≪検査回数減項目≫ 

なお、次の項目については「過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことが 

ない場合」に該当するときは必要に応じて検査を省略します。≪省略項目≫ 

 

①  水銀及びその化合物 

  工場排水等の流入による汚染の疑いを示し、水質基準は０．０００５mg/L以下で、

基準値の1/2以下であれば問題はないと判断しました。 

 

② セレン及びその化合物 

殺虫剤・工場排水等の混入による汚染の疑いを示し、水質基準は０．０１mg/L以 

下で、基準値の１／２以下であれば問題はないと判断しました。 

 

③ 鉛及びその化合物 

鉛は地殻の構成成分であり、多くの鉱石中に存在します。鉛の検出原因は鉛管 

からの溶出が主ですが、本市は鉛管の使用が無いため、水質基準は０．０１mg/L以 

下で、基準値の１／２以下であれば問題はないと判断しました。 

 

④  ホウ素及びその化合物    

ホウ素は天然には遊離の形で存在せず、ホウ酸又はホウ酸塩として産出されま 

す。ホウ素は金属精錬時の脱酸剤・ガラス・エナメルなどに使用され、重症中毒 

では、血圧低下・ショック症状や中枢神経抑制による呼吸停止があり、慢性中毒 

では食欲不振・嘔吐・皮膚症状などがあげられます。 

水質基準は１．０mg/L 以下で、基準値の１／２以下であれば問題はないと判 

断しました。 

 

⑤ ナトリウム及びその化合物 

自然水中に広く存在して、海水、工場排水などによる汚染の疑いを示し、水質 

基準は200mg/L以下で、それ以上の濃度になると、飲料水の味に影響します。よって、 

基準値の１／２以下であれば問題はないと判断しました。 
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⑥ マンガン及びその化合物 

主として地質の影響を受け、その他鉱山、工場排水の混入による汚染の疑いを 

示し、水質基準は０．０５mg/L以下で、基準値の１／２以下であれば問題はないと判断 

しました。 

 

⑦ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 

地質による影響と海水、工場排水、下水等の混入の疑いを示し、硬度の概念は「石 

鹸の洗浄効果を阻害する能力を示したもの」で、世界保健機関（ＷＨＯ）では、０～６ 

０mg/Lを軟水、６０～１２０mg/Lを中程度の軟水、１２０～１８０ｍg/Lを硬水、１８ 

０mg/L以上を極度な硬水としています。水質基準は３００mg/L以下で、基準値の１／２ 

以下であれば問題はないと判断しました。 

 

⑧ 蒸発残留物 

水をそのまま蒸発乾固したときに残る物質の総量のことです。主な成分はカルシウム、 

マグネシウム、ナトリウム、カリウム、ケイ酸、塩化物等で、ほとんどが地質に由来し 

ます。水質基準は５００mg/L以下で、それ以上の濃度になると、飲料水の味に影響しま 

す。基準値を超えても健康への影響はほとんどないため、基準値の１／２以下であれば 

問題はないと判断しました。 

    

⑨ 陰イオン界面活性剤 

家庭用下水、工場排水の混入による汚染の影響を示し、洗剤では０．５ mg/L 

以上で泡立ちが始まることを考慮して、泡立ちの抑制を確実にする観点から基準が定め 

られました。水質基準は０．２mg/L以下で、 基準値の１／２以下であれば問題はない 

と判断しました。 

    

⑩ 非イオン界面活性剤  

繊維工場排水及び家庭用下水の混入による汚染を示し、水質基準は０．０２mg/L 

以下で、基準値の１／２以下であれば問題はないと判断しました。 

 

⑪ フェノール類 

工場排水の混入や防錆剤、防腐剤の混入による汚染の疑いを示し、水質基準は 

０．００５mg/L以下で、基準値の１／２以下であれば問題はないと判断しました。 
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表５ 浄水の採水地点 

≪ 薩摩川内市水道事業 ≫ 

【川内 地域】 

検査地点名 浄水施設名 採 水 地 点 

薩

摩

川

内

市

水

道

事

業 

 

1-1 

丸山 
丸山浄水場 

木屋園中継ポンプ場 

薩摩川内市 小倉公民館（小倉町） 

≪芸ノ尾配水池系≫ 

1-2 
〃    冷水第2墓地（冷水町） 

≪芸ノ尾配水池系 冷水高区配水池≫ 

1-3 

〃    清水第3増圧ポンプ場

（宮里町） 

≪芸ノ尾配水池系 清水中継ポンプ場≫ 

1-4 
〃   久住公民館（中村町） 

≪向鶴配水池系 吉野山配水池≫ 

1-5 

〃      乙須中継ポンプ場  

（小倉町） 

≪向鶴配水池系≫ 

1-6 永利 永利浄水場 〃   永利地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

1-7 中福良 中福良浄水場 〃    柿田中継ポンプ場 

1-8 百次 
百次浄水場 

〃    宮崎原自治会館 

1-9 百次（木場茶屋） 〃     木場茶屋集会所 

1-10 石神 石神浄水場 〃     草原公民館 

1-11 高江 高江浄水場 〃     峰山地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

1-12 土川 土川浄水場 〃     土川集会所 

1-13 湯田 湯田浄水場 〃     峠路加圧ポンプ室 

1-14 

寄田 

 
寄田浄水場 

〃     湯島公園《久見崎》 

1-15 〃     唐浜みなと公園《港》 

1-16 〃     上野地区集会所《上野》 

1-17 〃     瀬戸野中継槽《池之段》 

1-18 西方 西方浄水場 〃     西方地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

1-19 水引 水引浄水場 〃     水引地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

1-20 網津 網津浄水場 〃     網津集会所 

1-21 湯之元 湯之元浄水場 〃     湯の里霊園 

1-22 木場谷上 木場谷上浄水場 〃     青山町5017番地1地先 

1-23 堀之内 堀之内浄水場 〃     堀之内前公民館 

1-24 高貫 高貫浄水場 〃     高貫中継ポンプ場 

1-25 乗越 乗越浄水場 〃     乗越自治会館 
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【東郷 地域】 

検査地点名 浄水施設名 採 水 地 点 

薩

摩

川

内

市

水

道

事

業 

1-26 

藤川 中津俣浄水場 

東郷町  東郷支所 

≪鳥丸配水池系≫ 

1-27 
〃     南瀬地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

≪石堂配水池系≫ 

1-28 山田 笹野浄水場 〃     内野中継ポンプ場 

1-29 鳥丸 板屋浄水場 〃     鳥丸上霊園 

 

 

【樋脇 地域】 

検査地点名 浄水施設名 採 水 地 点 

薩

摩

川

内

市

水

道

事

業 

1-30 塔之原 
樋脇中央浄水場 

樋脇町   樋脇支所 

1-31 杉馬場 〃   城内中継ポンプ場 

1-32 市比野（指月） 宇都浄水場 〃   指月第1公園 

1-33 市比野（新開） 新開浄水場 〃   グリーンヒル公園 

1-34 野下 野下浄水場 〃   野下地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

1-35 倉野 倉野浄水場 〃   倉野消防車庫 

1-36 田代・沢牟田 田代沢牟田浄水場 〃   個人宅 

1-37 田代ニュータウン 田代ニュータウン浄水場 〃   田代第1公園 

1-38 鍋原 吉松浄水場 〃   鍋原公民館≪鍋原配水池系≫ 

1-39 藤本 藤本浄水場 〃   草木段加圧ポンプ場 

1-40 武田 武田浄水場 〃   市比野5・6区公民館 

1-41 上手 上手浄水場 〃   市比野3区公民館 
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【入来 地域】 

検査地点名 浄水施設名 採 水 地 点 

薩

摩

川

内

市

水

道

事

業 

1-42 

盛水 
盛水浄水場 

向山中継ポンプ場 

入来町   山口公民館 

≪盛水配水池系 向山配水池≫ 

1-43 
〃     山之口墓地 

≪盛水配水池系≫ 

1-44 市野々 市野々浄水場 〃     市野々上墓地 

1-45 内之尾 内之尾浄水場 〃     内之尾自治会館 

1-46 中山 中山浄水場 〃     中山浄水場 

1-47 草渡 草渡浄水場 〃     草渡自治会館 

1-48 神岡 神岡浄水場 〃     神岡自治会館 

1-49 八重 八重浄水場 〃     八重地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

1-50 赤仁田 赤仁田浄水場 〃     赤仁田自治会館 

1-51 長野 長野浄水場 〃     長野下自治会館 

 

 

【祁答院 地域】 

検査地点名 浄水施設名 採 水 地 点 

薩

摩

川

内

市

水

道

事

業 

1-52 中武 中武浄水場 祁答院町  中武地区防火水槽 

1-53 砂石 砂石浄水場 入来町  あさひ団地公園 

1-54 下手 下手浄水場 祁答院町 小牧地区防火水槽 

1-55 黒木(矢立) 黒木浦浄水場 〃   会田農村公園 

1-56 黒木(宮脇) 宮脇浄水場 〃   宮脇浄水場 

1-57 藺牟田 横石浄水場 〃   千貫中継ポンプ場 

1-58 上手 秋上浄水場 〃   桜渡農村公園 

1-59 牟田 牟田浄水場 〃   自然公園管理事務所 
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≪ 薩摩川内市上甑島簡易水道事業 ≫ 

【上甑 地域】 

検査地点名 浄水施設名 採 水 地 点 

上

甑

島

簡

易

水

道 

2-1 平良 平良浄水場 上甑町 平良生活館 

2-2 浦内 

浦内浄水場 

〃   瀬上集会所 

2-3 浦内（桑之浦） 〃   桑之浦消防倉庫 

2-4 江石 江石第1浄水場 〃   江石集会所 

2-5 中甑 中甑第1浄水場 〃   薩摩川内市甑島振興局 

 

 

【里 地域】 

検査地点名 浄水施設名 採 水 地 点 

上

甑

島

簡

易

水

道 

2-6 里 里浄水場 里町 水産加工場 

2-7 木ノ口 木ノ口浄水場 〃   西の浜シャワー室 
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≪ 薩摩川内市下甑島簡易水道事業 ≫ 

【下甑 地域】 

検査地点名 浄水施設名 採 水 地 点 

下

甑

島

簡

易

水

道 

3-1 手打 手打浄水場 下甑町   薩摩川内市下甑支所 

3-2 青瀬 青瀬浄水場 〃    下甑学校給食センター 

3-3 長浜 長浜浄水場 〃    長浜小学校 

3-4 瀬々野浦 瀬々野浦浄水場 〃    西山地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

3-5 片野浦 片野浦浄水場 〃    浜田公園 

3-6 内川内 内川内浄水場 〃    内川内地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

 

 

【鹿島 地域】 

検査地点名 浄水施設名 採 水 地 点 

下

甑

島

簡

易

水

道 

3-7 鹿島 鹿島浄水場 鹿島町   鹿島市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 
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(3) 原水４０項目 

水質基準項目のうち、消毒副生成物１１項目及び味の項目を除いた４０項目につい

て、川内川表流水は浄水施設の入口で採水し、川内地区<丸山>のみ、年４回検査を行

います。その他の表流水・地下水は水源地で採水し、厚生労働省健康局水道課長通知

（健水発第１０１０００１号）に基づき、年１回の検査を実施します。 

 

（4）原水－指標菌の検査 

水道原水のクリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断として、過去に大腸

菌等が検出されたことのある表流水等の水道原水について、『水道におけるクリプト

スポリジウム等対策指針』に基づき汚染のおそれの判断指標に沿って、適切な頻度で

原水の検査を実施するとともに、施設整備についても必要な措置を講じるようにしま

す。 

 

(5) 水質管理目標設定項目 （２４項目） 

川内地域において、取水量の多い川内川と地下水の永利第２水源においては、水質

監視として、年１回の検査を実施します。水質監視は原水について行うことを原則と

しますが、消毒副生成物については当該監視地点に係る給水栓について行います。採

水地点は上記(2),(3)と同じ地点とします。なお、全２６項目中消毒剤として二酸化

塩素は使用していないため、二酸化塩素に関する検査が必要とされる（二酸化塩素・

亜塩素酸）２項目は監視対象外とします。 

 

(6) 検査(原水)の時期 

検査時期につきましては、水質の悪化が懸念され始める春季から夏季の時期に実

施する必要があるので、全水源を対象に降雨量の多い４月から７月初旬に行います。 
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５. 水質検査の方法及び委託の内容 

（１）検査の方法 

・ 水質検査全般の検査方法については、環境大臣が定める「水質基準に関する省令の

規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成１５年厚生労働省告示第２６１号）

に基づきます。 

・ 遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法については、水道法施行規則第１７条第

２項の規定に基づき、環境大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法

（平成１５年厚生労働省告示第３１８号）に基づきます。 

・ その他の検査を行う場合は、上水試験方法（日本水道協会）等によることとします。 

（２）委託の内容 

１）委託の範囲  

①具体的な検査項目、頻度  

｢令和８年度 水質分析実施計画｣の各地域における水質検査表に示す項目につ

いて委託します。 

② 試料の採取及び運搬方法  

薩摩川内市水道事業（本土５地域）の試料の採取及び運搬については、水道法

第２０条に基づく登録検査機関に委託します。 

また、薩摩川内市 上甑島・下甑島簡易水道事業（甑島４地域）の試料の採取に

ついては、当市職員で行い、船舶にて本土串木野新港に運搬後、水道法第２０条

に基づく登録検査機関に委託します。 

③臨時検査の取扱い 

継続的に水質を評価する観点から、定期検査と臨時検査の委託先は同一の水質

検査機関に委託します。 

２）委託した検査の実施状況の確認方法 

水質検査の結果の根拠となる書類、精度管理の実施状況及び環境省等による外

部精度管理調査に係る資料、水質基準項目に関する品質管理の認証（水道 GLP、 ISO

９００１等）取得やこれに類する取組の状況に関する書類を確認するとともに、

検査施設への立入検査、実施の水質検査機関における水質検査の業務の確認に関

する調査（以下「日常業務確認調査」という。）を実施し、水質検査機関の技術能

力の把握を行います。 

水質検査結果を評価し、当市の水道に対して助言等を行う見識を有する機関で 

あること（水道技術管理者等が配置されていること）も確認します。 

令和８年度の水質検査については、上記の方法に基づき、水道法第２０条に基

づく登録検査機関に委託します。なお、水質基準、検査頻度及び省略の基準につ

いては、表６（P-２３）のとおりです。 
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表６ 水質基準項目と検査頻度及び省略の基準表 

番号 項目名 基準値 検査回数 検査回数の減 省略の可否 
原水 

40 項目 

1 一般細菌 100/mL 以下 
概ね１月に１回以上 不可 不可 

● 

2 大腸菌 検出されないこと ● 

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L 以下 

概ね３月に１回以上 

注１の通り 

注３の通り 

● 

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L 以下 ● 

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L 以下 ● 

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L 以下 注４の通り ● 

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L 以下 注３の通り ● 

8 六価クロム化合物 0.02mg/L 以下 注４の通り ● 

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L 以下 

不可 

● 

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L 以下 不可 ● 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L 以下 

注１の通り 

● 

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L 以下 注３の通り ● 

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L 以下 注３の通り（海水を原水とする場合不可） ● 

14 四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

注５の通り 

● 

15 １,４－ジオキサン 0.05mg/L 以下 ● 

16 
シス－１,２－ジクロロエチレン及び 

トランス－１,２－ジクロロエチレン 
0.04mg/L 以下 ● 

17 ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 ● 

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 ● 

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 ● 

20 

ＰＦＯＳ（ペルフルオロ（オクタン－１

－スルホン酸）） 及び  

ＰＦＯＡ（ペルフルオロオクタン酸） 

0.00005mg/L 以下 注２の通り 注６の通り ● 

21 ベンゼン 0.01mg/L 以下 注１の通り 注５の通り ● 

22 塩素酸 0.6mg/L 以下 

不可 

不可 

― 

23 クロロ酢酸 0.02mg/L 以下 ― 

24 クロロホルム 0.06mg/L 以下 ― 

25 ジクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 ― 

26 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 以下 ― 

27 臭素酸 0.01mg/L 以下 
注３の通り（浄水処理にオゾン処理、消毒に次亜塩素酸を用い

る場合不可） 
― 

28 総トリハロメタン 0.1mg/L 以下 

不可 

― 

29 トリクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 ― 

30 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 以下 ― 

31 ブロモホルム 0.09mg/L 以下 ― 

32 ホルムアルデヒド 0.08mg/L 以下 ― 

33 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L 以下 

注１の通り 

注４の通り 

● 

34 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L 以下 ● 

35 鉄及びその化合物 0.3mg/L 以下 ● 

36 銅及びその化合物 1.0mg/L 以下 ● 

37 ナトリウム及びその化合物 200mg/L 以下 
注３の通り 

● 

38 マンガン及びその化合物 0.05mg/L 以下 ● 

39 塩化物イオン 200mg/L 以下 概ね１月に１回以上 

自動連続測定・記録をして

いる場合、概ね３月に１回

以上とすることが可 

不可 ● 

40 カルシウム、マグネシウム等（硬度) 300mg/L 以下 

概ね３月に１回以上 注１の通り 注３の通り 

● 

41 蒸発残留物 500mg/L 以下 ● 

42 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L 以下 ● 

43 ジェオスミン 0.00001mg/L 以下 概ね１月に１回以上（左記

の事項を産出する藻類の発

生が少なく、検査を行う必

要がないことが明らかであ

ると認められる期間を除

く） 

不可 

当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超

えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況（湖

沼等の停滞水源を水源とする場合は、当該基準項目を産出する

藻類の発生状況を含む）を勘案し、検査を行う必要がないこと

が明らかであると認められる場合、省略可 

● 

44 

２－メチルイソボルネオール 0.00001mg/L 以下 ● 

45 非イオン界面活性剤 0.02mg/L 以下 
概ね３月に１回以上 注１の通り 注３の通り 

● 

46 フェノール類 0.005 mg/L 以下 ● 

47 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/L 以下 

概ね１月に１回以上 

自動連続測定・記録をして

いる場合、概ね３月に１回

以上とすることが可 

不可 

● 

48 ｐＨ値 5.8 以上～8.6 以下 ● 

49 味 異常でないこと ― 

50 臭気 異常でないこと ● 

51 色度 ５度以下 ● 

52 濁度 ２度以下 ● 
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注１ 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合（過去３年間に水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を

除く。）であって、過去３年間における当該事項についての検査結果が、基準値の５分の１以下であるときは、概ね１年に１回以上と、過去３年間における当該事項についての検査結果が、

基準値の 10 分の１以下であるときは、概ね３年に１回以上とすることができる。      

注２ 簡易水道及び専用水道において、当該事項についての過去の検査結果により当該事項の検出されるおそれが少ないと認められる場合には、概ね６か月に１回以上と、当該事項についての過去

の検査結果及び原水並びに水源及びその周辺の状況（地下水を水源とする場合には、近傍の地域における地下水の状況を含む。）を勘案して、当該事項の検出されるおそれが少ないと認めら

れる場合には、概ね１年に１回以上と、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去３年間における当

該事項についての検査結果がすべて基準値の 10 分の１以下であるときは、概ね３年に１回以上とすることができる。ただし、過去１年間における当該事項についての検査結果が基準値の５

分の１を超えた場合は、概ね３か月に１回以上とする。      

注３  当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる

場合、省略可。      

注４  当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況並びに薬品等及び資機材等の使用状況を勘案し、検査を行う必要が

ないことが明らかであると認められる場合、省略可。      

注５  当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況（地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を

含む。）を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。      

注６  水道用水供給事業者等から供給を受ける水のみを水源とし、当該水道用水供給事業者等の検査結果が基準値の５分の１以下であり、かつ、自ら検査を実施し、送水施設及び配水施設内で濃

度が上昇しないことが明らかであると認められる場合、省略可。ただし、過去１年間における当該事項についての検査結果が基準値の５分の１を超えた場合は、概ね３か月に１回以上とする※ 
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６. 臨時の水質検査 

次のような場合は臨時の水質検査を行い、安全性の確保に努めます。 

(1) 水源の水質が著しく悪化したとき 

(2) 水源に異常があったとき 

(3) 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症※が流行して 

 いるとき（※ 腸チフス、パラチフス、赤痢、コレラ等） 

(4) 浄水過程に異常があったとき 

(5) 水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき 

(6) 浄水の水質が著しく悪化したとき 

(7) その他特に必要があると認められるとき 

７.  水質検査計画及び検査結果の公表 

水質検査計画は毎事業年度ごとに策定し公表します。その検査計画に基づいて 

水質検査を行い、検査結果は薩摩川内市ホームページ等で公表し、水質検査計画  

の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質検査計画策定の概念図 

薩摩川内市 水道局 

水質検査計画の策定 

検査の実施 

検査結果 

お 

客 

さ 

ま 

① 策定した計画の公表 

② 検査結果の公表 

③ ご意見 

④ 見直し 

検査の評価 
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８. 検査の精度と信頼性保証 

薩摩川内市においては水質検査設備を保有していないため、毎日検査等の簡易な検

査以外の水質検査は、毎年、水質検査機関に委託しています。 

このため、検査の精度と信頼性保証については、検査機関に対して下記事項を適切

に確認することが重要となります。 

 

（１）検査の精度 

水質を管理するために行っている検査結果は、正確なデータでなければなりませ

ん。検査の精度（正確さ）を確保することが、重要であることから、委託する際に

は、以下の要件を満たしていることを確認します。 

・検査が可能な検査施設を有していること。 

・知識経験を有する者が検査を担当し、その人数が５人以上であること。 

・環境省の実施する外部精度管理の結果が良好であること。 

 

（２）信頼性の保証 

検査の工程だけではなく、結果の改ざんは言うまでもなく、検体や検査結果の取

り違え等、検査以外での工程（事務業務及び連絡業務等）についても信頼性の保証

が必要であることから、委託する際には、以下の要件を満たしていることを確認し

ます。 

① 水質検査を行う部門に専任の管理者（水質検査部門管理者）が置かれている 

こと。 

② 専ら水質検査業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれ、専任の管理者 

（信頼性確保部門管理者）が置かれていること。 

③  信頼性保証システム（第三者機関の監査を含むシステム）として、ISO9001

の認証を取得していること。 

④  ISO9001 の認証の内容は、水質検査業務及び水質検査業務に係る事務業務等 

が含まれていること。 

９. 関係者との連携 

水源で水質汚染事故が発生し、取水停止に陥る事態となったときや、水道水が原因

で水質事故が発生したときは、速やかに国土交通省水管理・国土保全局水道事業課、

環境省水・大気環境局環境管理課水道水質・衛生管理室、鹿児島県生活衛生課水道係

及び川薩保健所、その他関係機関に連絡し、検査機関と連携を密にして対応してまい

ります。



 

 

 

 

 

薩摩川内市

水道局 

【お問い合わせ先】 

 

薩摩川内市 水道局 上水道課 

〒895-0074 鹿児島県薩摩川内市原田町２２番１０号 

（旧消防庁舎跡地） 

TEL : ０９９６－２０－８５０２  

FAX : ０９９６－２０－８５１２    


